
関係通知等 
ケアプラン等の取扱い及びケアプラン点検・ケアプラン検証に関する事項を京都市情報館等に

掲載しています。詳細についてはそれぞれのホームページを御確認ください。 
 
（１）ケアプラン等の取扱いについて 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【京都市情報館 介護ケア推進課】（ページ番号 ２２０１８９） 
・「暫定ケアプランの取扱いについて（総合事業対応版）」 
 本市において作成した Q&A を掲載していますので、御確認ください。 

【京都市情報館 介護ケア推進課】（ページ番号 ２２０６９５） 
・「介護型ヘルプサービスの対象となる「自立生活支援・重度化防止のための 

見守り的援助」の取扱いについて」 
 

【厚生労働省】 
・「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」 
※ＷＡＭ．ＮＥＴ（独立行政法人福祉医療機構）に掲載されています。 

【京都市情報館 介護ケア推進課】（ページ番号 ６０７２９） 
・「軽度者に対する福祉用具貸与について」 
 

【厚生労働省】 
・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準について」 
 



 
 

（２）ケアプラン点検・ケアプラン検証について 

 

【京都市情報館 介護ケア推進課】（ページ番号 ２９０６２４） 
・「指定居宅介護支援事業所の支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出について」 

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証、高齢者住まい等対策の 
ケアプラン点検を実施しています。 
届出方法や届出いただいたケアプランの取扱いについて掲載しています。 

【京都市情報館 介護ケア推進課】（ページ番号 ２７５４７６） 
・「指定居宅介護支援事業所の生活援助中心型訪問介護頻回利用に関する届出について」 

訪問介護の回数が一定回数以上の訪問介護を居宅サービス計画に位置付ける 
場合は、居宅サービス計画の届出を行う必要があります。 
届出方法や届出いただいたケアプランの取扱いについて掲載しています。 


